


 

（４） タクシー運賃の額は、旅費規程第１２条第２号に準じた実費 

（５） 有料の道路の費用の額は、旅費規程第１２条第６号に準じた実費 
（６） 宿泊費の額は、職員の旅費等に関する条例（昭和４５年鳥取県条例第４８号）第１９

条及び別表に定める鳥取県の区分の宿泊基準額 
４ 前項第３号から第５号の支給は、理事長が真に必要と認めた場合に限る。 

（給与等支給方法） 

第５条 給与等は、月の１日から末日までを計算期間とし、翌月２１日に支給する。ただし、支

給日が就業規則第４５条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前に

おいて、その日に最も近い休日でない日とする。 

２ 給与等は、非常勤講師の指定する金融機関の本人名義の口座への振込によって支給する。 

（休講の手続き） 

第６条 担当の授業を休講する場合は、原則としてその２日前までに学務課に届け出なければな

らない。また、急病その他突発的な事由によりやむなく休講する場合は、可能な限り速やかに

学務課へ連絡しなければならない。 

（就業規則の準用） 

第７条 前条までに定めるもののほか、非常勤講師の服務規律・待遇に関する基準その他就業に

関する事項については、非常勤職員等就業規則第１５条及び第１６条の規定を除き同規則の規

定を準用する。 

（委任） 

第８条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規程第１９号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規程第３２号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年規程第２号） 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和２年３月１０日から施行する。 

附 則（令和７年規程第１７号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年１０月１日から施行する 

（通勤手当相当の経過措置） 

２ 令和８年３月３１日までの間における宿泊費の額は、前項の規定による改正後の第４条第４

項第６号の規定にかかわらず、８，２００円とする。 

附 則（令和８年規程第６号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


